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（指 摘 事 項） 
改 善 措 置 

（指 摘） 

指定管理者に対するモニタリングに係る

評価シートの記載について 

 

児童館を運営する指定管理者に対して

実施するモニタリング及び評価において、

内部資料であるモニタリングシートに特

記事項（加点又は減点評価する理由）の記

載がある場合は、外部に公表される評価シ

ートの「所見」欄にその内容を必ず記載す

ると「評価マニュアル」に定められている

のにもかかわらず、当該事項が記載されて

おらず、評価シートの利用者にとって加点

又は減点評価した理由が分からないもの

となっている。 

評価シートの利用者にとって、配点の根

拠が明確になるよう、「評価マニュアル」

に従って、モニタリングシートに記載され

た特記事項を評価シートに必ず記載すべ

きである。 

 

令和５年度モニタリング実施分（令和４

年度評価）について、評価マニュアルに従

いモニタリングシートに記載された特記

事項を評価シート「所見」欄に記載し、令

和５年 12月５日に公表した。 

また、今回の指摘に関するチェック項目

が盛り込まれた「指定管理者評価シート提

出時チェックリスト」（令和６年４月 26日

総務局行政経営課周知）を確実に活用する

こととした。さらに、評価マニュアルに従

いモニタリングシートに記載された特記

事項を評価シートに確実に記載したか等

を担当者及び係長が確認するよう課内打

合せで改めて周知し、今後のモニタリング

から徹底していくこととした。 

 

課内打合せ実施日 令和６年８月 15日 

 


